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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の平成２０年度の業務実績に関する項目別評価表

評 価 項 目 評 価 基 準 実 績 自 己 委員会評価

中 期 計 画 の 各 項 目 指 標 （必要に応じて過去の 評価理由

（平成２０年度計画の各項目） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 実績、外的要因も記載） 評 価 指 標 項 目

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成 １ 業務運営の効率化に関する目標を達成

するためとるべき措置 するためとるべき措置

１ 業務の運営体制 (1) 業務の運営体制 ・人員の削減状況 ４ ％ ４ ％ ３ ％ ２ ％ 平成１９年度末人員数３６４ ４％の人員の削減等、

「行政改革の重要方針」（平成17年12 中期計画に定める２０％の人員削減 （平成１７年度末人員を基準 以 上 未 満 未 満 未 満 人に対して３４８人とし、１６ 年度計画が順調に実

月24日閣議決定）を踏まえ、本部・支部 を実施するため、前期中期目標期間の とした削減割合） ３ ％ ２ ％ 人削減した。これにより前期中 施したことを確認し

の業務内容及び業務量に応じた適切な人 期末（平成１７年度末）の人員数に対 以 上 以 上 期目標期間の最終年度である平 た。

員 して、中期目標期間の各年度を平均し 【主たる指標】 成１７年度末の人員数３９６人 Ａ Ａ 引き続き、中期計画

配置となるよう前期中期目標期間の期末 て４％の人員の削減を実施することと に対して、各年度平均４％の削 に基づく業務運営体

（平成１７年度末）の人員数に対して、 しており、平成２０年度においては４ 減率を達成した。 制の見直しを着実に

中期目標期間の期末（平成２２年度末） ％の人員の削減を行い、中期目標期間 ＜削減率：△４．０％＞ 実施することを期待

までに２０％の人員削減を実施するため、 における業務運営体制の見直しに関す 報告書Ｐ１２ する。

各年度平均４％の人員削減を実施する。 る構想に基づき、以下の措置を実施す 「人員の削減状況」に記載

このため、機構に設置したプロジェク るとともに、平成２１年度の計画を作

トチームを中心として、以下の組織及び 成する。 ・中期目標期間における業務 順調に 概ね順 順調に ほとん 本部に設置した機構組織・業

業務の見直しを実施する。 また、国家公務員の給与構造改革を 運営体制の見直しに関する 実施 調に実 実施さ ど実施 務検討委員会において、業務運

また、国家公務員の給与構造改革を踏 踏まえ、役職員の俸給その他の給与に 構想に基づいた平成２１年 施 れてい されて 営の見直しのための業務の集約

まえて、役職員の給与について必要な見 ついて必要な見直しを行う。 度の計画の作成状況 ない いない 化等、アウトソーシングの実施、

直しを進める。 一部支部の統廃合、業務・シス

テムの最適化等の実施項目を定

めた「中期目標期間における業

務運営体制の見直しに関する構 Ａ Ａ Ａ

想に基づく平成２１年度の計画」

を作成した。

報告書Ｐ１３

「中期目標期間における業務運

営体制の直しに関する構想に基

づいた平成２１年度の計画の作

成状況」に記載

・国家公務員の給与構造改革 順調に 概ね順 順調に ほとん 国家公務員の給与構造改革を

を踏まえた役職員の俸給そ 実施 調に実 実施さ ど実施 踏まえ、地域手当の支給割合の

の他の給与の見直し状況 施 れてい されて 改定、勤勉手当の支給割合の変

ない いない 更を内容とする機構規則の改正

を行った。 Ａ Ａ

報告書Ｐ１５

「国家公務員の給与構造改革を

踏まえた役職員の俸給その他の

給与の見直し状況」に記載

(1) 本部については、平成１８年度末まで ア 本部については、アウトソーシン ・本部管理部門の縮小、組織 順調に 概ね順 順調に ほとん 本部組織のスリム化について 本部について、アウ

に業務全般を見直すとともに、支部との グの活用及び業務の集約化により、 のスリム化の実施状況 実施 調に実 実施さ ど実施 は、本年度当初において、機械 トソーシングの実施

バランスを考慮した人員数の見直しを図 企画調整部の調整課及び企画課を統 施 れてい されて 的・定型的業務についてアウト により人員が削減さ

り、平成１９年度以降、円滑な業務処理 合するとともに、係の統合やポスト ない いない ソーシングを実施し、管理部庶 れ、年度計画が順調

に配慮しつつ、業務の集約化やアウトソ の削減等を実施する。これにより、 務課で１人、会計課で２人の一 に実施したことを確
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ーシングの活用等により、段階的に係の 管理部門を縮小し、組織のスリム化 般職員をそれぞれ削減した。 認した。

統合やポストの削減等を実施する。これ を図る。 また、業務の集約化として、

により、管理部門を縮小し、組織のスリ 企画調整部調整課及び企画課を 引き続き、中期計画

ム化を図り、前期中期目標期間の期末（平 統合し課長１人を削減、管理部 Ａ Ａ Ａ に基づく人員削減を

成１７年度末）の人員数に対して、中期 庶務課及び会計課においてそれ 着実に実施すること

目標期間の期末（平成２２年度末）まで ぞれ２つの係を１つに統合し、 を期待する。

に機構全体の削減率を上回る人員削減を それぞれの係長を２人削減した。

実施する。 なお、本部においては、機構

全体の削減率を上回る削減を、

着実に実施してきている。

報告書Ｐ１６

「本部管理部門の縮小、組織の

スリム化の実施状況」に記載

(2) 支部については、今後の在日米軍の再 イ 支部については、横須賀支部横浜 ・横須賀支部横浜分室の廃止 順調に 概ね順 順調に ほとん 支部組織のスリム化について 横浜分室の廃止等、

編状況等を踏まえ、平成１８年度末まで 分室を廃止し、ポストの削減等を行 によるポストの削減等の実 実施 調に実 実施さ ど実施 は、本年度当初において、横須 年度計画が順調に実

に業務全般を見直し、平成１９年度以降、 うとともに、平成２１年度に那覇支 施状況 施 れてい されて 賀支部横浜分室を廃止し、分室 施したことを確認し

円滑な業務処理に配慮しつつ、業務の集 部及びコザ支部を統合するため、必 ない いない 長を削減したほか、横田支部２ た。

約化やアウトソーシングの活用等により、 要な準備を行う。 【主たる指標】 人、那覇支部１人の一般職員を 引き続き、中期計画

段階的に、以下の措置を講ずる。 なお、在日米軍の再編状況等を踏 削減した。 に基づき、関係機関

ア 係の統合やポストの削減等を実施し まえ、一部の支部の統廃合を引き続 また、岩国支部及びコザ支部 と調整を図りながら

組織のスリム化を図る。 き検討する。 において、機械的・定型的業務 支部組織のスリム化

イ 駐留軍等労働者へのサービスの維持 についてアウトソーシングを試 及び統廃合のスムー

及び業務の効率性等の観点から検討し、 行し、岩国支部で２人、コザ支 ズな実施を期待する。

一部の支部の統廃合を実施する。 部で４人の一般職員を削減した。 Ａ Ａ

ウ 各支部の人員数について、支部職員 更に、各支部の職員１人当た

一人当たりが管理する駐留軍等労働者 りが管理する駐留軍等労働者数

数を基準として見直しを行い、各支部 について、支部ごとのばらつきを是

が管轄する米軍施設の特性及び配置状 正し、支部間のバランスを考慮し

況等を勘案し、管理する駐留軍等労働 た適正な規模の職員配置とする

者数に応じ、支部間のバランスを考慮 ため、横田支部の一般職員１人

した適正な規模の職員配置を行う。 を横須賀支部に振り替えた。

報告書Ｐ１８

「横須賀支部横浜分室の廃止に

よるポストの削減等の実施状況」

に記載

・那覇支部及びコザ支部統合 順調に 概ね順 順調に ほとん 統合後の新支部の組織及び新

の準備状況 実施 調に実 実施さ ど実施 事務所の借り上げ等について、

施 れてい されて 関係機関等との調整を含め必要

ない いない な準備を行った。 Ａ Ａ Ａ

報告書Ｐ１８

「那覇支部及びコザ支部統合の

準備状況」に記載

・在日米軍の再編状況等を踏 順調に 概ね順 順調に ほとん 富士支部を座間支部に統合す

まえた一部の支部の統廃合 実施 調に実 実施さ ど実施 ることについては、「独立行政

の検討状況 施 れてい されて 法人整理合理化計画」に平成２

ない いない ２年度までに実施することとさ

れており、統合後の組織等につ

いて検討を進めているところで Ａ Ａ

ある。

報告書Ｐ１８

「在日米軍の再編状況等を踏

まえた一部の支部の統廃合の検
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討状況」に記載

(3) 平成１８年度末までに業務全般の見直 ウ 機構の管理業務については、総務 ・機構の管理業務のうち、総 順調に 概ね順 順調に ほとん 本部の管理業務のうち、 機構の管理業務の一

し及びアウトソーシングの実施に関する 業務及び職員の給与計算の入力業務 務業務及び職員の給与計算 実施 調に実 実施さ ど実施 ①文書受付・発信台帳の記入等 部についてアウトソ

具体的な検討を行い、平成１９年度以降、 等のアウトソーシングを実施する。 の入力業務等のアウトソー 施 れてい されて ②職員の給与計算等の入力 ーシングを実施する

円滑な業務処理に配慮しつつ、現在実施 また、労務管理等事務については、 シングの実施状況 ない いない 等の総務業務及び入力業務など など、年度計画が順

している福利厚生業務等のアウトソーシ 岩国支部及びコザ支部において、応 機械的・定型的業務のアウトソ 調に実施したことを

ングに加え、段階的に、労務管理等事務 募者及び駐留軍等労働者からの各種 ーシングを本年度当初から実施 Ａ Ａ 確認した。

及び機構の管理業務等について、可能な 提出書類の受付業務等のアウトソー した。 引き続き、中期計画

ものから新たなアウトソーシングを実施 シングを試行するとともに、翻訳業 報告書Ｐ２０ に基づき、段階的に

する。 務（ほう賞関係書類等の翻訳業務） 「機構の管理業務のうち、総務 アウトソーシングを

のアウトソーシングを実施する。 業務及び職員の給与計算の入力 実施することを期待

業務等のアウトソーシングの実 する。

施状況」に記載

・機構の労務管理等事務のう 順調に 概ね順 順調に ほとん 支部における労務管理等事務

ち、岩国支部及びコザ支部 実施 調に実 実施さ ど実施 のうち、 Ａ

における、応募者及び駐留 施 れてい されて ①応募者及び駐留軍等労働者

軍等労働者からの各種提出 ない いない からの各種提出書類の受付

書類の受付業務等のアウト ②駐留軍等労働者の労務管理

ソーシングの試行の実施状 等事務に係る基礎情報の出

況及び、翻訳業務（ほう賞 入力

関係書類等の翻訳業務）の ③各種書類の仕分け、ファイ

アウトソーシングの実施状 リング

況 等の受付、入力等業務など機械

的・定型的業務のアウトソーシ

【主たる指標】 ングの試行を岩国支部及びコザ

支部において本年度当初から実

施した。 Ａ Ａ

また、ほう賞関係書類等の翻

訳業務のうち、定型的な書類等

の翻訳についても、アウトソー

シングを実施した。

報告書Ｐ２０

「機構の労務管理等事務のうち、

岩国支部及びコザ支部における、

応募者及び駐留軍等労働者から

の各種提出書類の受付業務等の

アウトソーシングの試行の実施

状況及び、翻訳業務（ほう賞関

係書類等の翻訳業務）のアウト

ソーシングの実施状況」に記載

(4) 国の行政機関の取組に準じて、平成１ エ 国の行政機関の取組に準じて、平 ・平成１９年度に策定した最 順調に 概ね順 順調に ほとん 国の行政機関の業務・システ 平成１９年度に策定

９年度末までに最適化計画を策定し、実 成１９年度に策定した最適化計画を 適化計画を実現するための 実施 調に実 実施さ ど実施 ムの最適化の取組に準じて、平 した最適化計画を実

施する。 実現するため、仕様書等を作成し、 仕様書等の作成、開発業者 施 れてい されて 成１９年度に策定した「駐留軍 現するため、仕様書

また、ＩＴ化に対応した事務の電子化 開発業者の選定を行う。 の選定状況 ない いない 等労働者の労務管理等事務の業 等を作成し、開発業

を事業年度ごとに推進するなど業務の効 また、機構内一般業務についての 務・システム最適化計画」を実 者の選定を行うなど、

率化に取り組む。 効率化・省力化を図るため、機構内 【主たる指標】 現するため、仕様書（要件定義 年度計画が順調に実

ＬＡＮを活用したｅラーニングの有 書）等を作成した。また、総合 Ａ Ａ 施したことを確認し

効性について調査・検討し、導入方 評価方式により開発業者の選定 た。

針を作成する。 を行った。 今後はｅラーニング

報告書Ｐ２３ の導入により業務の

「平成１９年度に策定した最適 効率化・省力化を図

化計画を実現するための仕様書 ることを期待する。
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等の作成、開発業者の選定状況」 Ａ

に記載

・機構内一般業務についての 順調に 概ね順 順調に ほとん 機構内ＬＡＮを活用したｅラ

効率化・省力化を図るため 実施 調に実 実施さ ど実施 ーニングの有効性を検討するた

のｅラーニングの有効性の 施 れてい されて め、

調査･検討、導入方針の作 ない いない ①市販のｅラーニングシステ

成状況 ム等の資料収集、分析

②他機関におけるｅラーニン

グの利用実態調査

を行い、ｅラーニング導入方針 Ａ Ａ

を作成した。

報告書Ｐ２３

「機構内一般業務についての効

率化・省力化を図るためのｅラ

ーニングの有効性の調査･検討、

導入方針の作成状況」に記載

２ 経費の抑制 (2) 経費の抑制 ・人件費の抑制状況 ４ ％ ４ ％ ２ ％ １ ％ 常勤職員の削減（△１６人、 中期目標期間の経過

人件費（退職手当を除く。）を含む機構 業務運営体制の見直しにより、前期 （平成１７年度人件費を基準 以 上 未 満 未 満 未 満 ３年累計４８人）を実施したこ 年度を平均した人件

運営関係費について、前期中期目標期間 中期目標期間の最終年度（平成１７年 とした抑制割合） ２ ％ １ ％ とにより、前期中期目標期間の 費４％以上、物件費

の最終年度（平成１７年度）を基準とし 度）を基準として、中期目標期間の経 以 上 以 上 最終年度である平成１７年度に ２％以上の経費を削

て、中期目標期間の最終年度（平成２２ 過年度を平均して人件費４％、物件費 【主たる指標】 対し１５．６％の抑制、平成１８ 減したことを確認し

年度）までに１５％の縮減を図るため、 ２％の経費の抑制を図る。ただし、新 年度から平成２０年度までの経 Ａ Ａ た。

業務運営体制の見直しによる人員数の削 規に追加されるもの、拡充分は除く。 過年度の平均で５．２％の抑制

減等により、各年度平均して人件費４％、 となり、平成２０年度計画で掲

物件費２％の抑制を図る。ただし、新規 げられている抑制率を達成した。

に追加されるもの、拡充分は除く。 ＜削減率：△５．２％＞

報告書Ｐ２６

「人員費の抑制状況」に記載

・物件費の抑制状況 ２ ％ ２ ％ １ ％ 0 . 5％ 本部事務所の移転及び横須賀

（平成１７年度物件費を基準 以 上 未 満 未 満 未 満 支部横浜分室の廃止により、建 Ａ

とした抑制割合） １ ％ 0 . 5％ 物等賃借料を約１億円削減した

以 上 以 上 こと、また、従前から用紙、文

房具類などの汎用品等の購入に

ついて一括調達を実施している

ことなどにより、前期中期目標

期間の最終年度である平成１７

年度に対し、２１．６％の抑制、 Ａ Ａ

平成１８年度から平成２０年度

までの経過年度の平均で７．２

％の抑制となり、平成２０年度

計画で掲げられている抑制率を

達成した。

＜削減率：△７．２％＞

報告書Ｐ２６

「物件費の抑制状況」に記載

第２ 国民に対して提供するサービスその他 ２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成す の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置 るためとるべき措置

１ 駐留軍等労働者の募集 (1) 駐留軍等労働者の募集 ・在日米軍に対する紹介状況 90 ％ 90 ％ 70 ％ 50 ％ 在日米軍に対し１か月以内に 中期計画に定める在

(1) 在日米軍からの労務要求に対し、労務 ア 中期計画に定める在日米軍に紹介 （１か月以内に紹介した割合） 以 上 未 満 未 満 未 満 紹介した割合 日米軍に紹介する率
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要求書受理後一か月以内に資格要件を満 する率９０％以上を維持するため、 70 ％ 50 ％ ＜紹介率：８７．７％＞ Ｂ Ｂ が９０％以下であっ

たす者を在日米軍に紹介する率について、 次の施策を実施する。 【主たる指標】 以 上 以 上 報告書Ｐ２８ たことは残念である。

以下の措置を講ずることにより、中期目 (ｱ) インターネットを利用した募集 「在日米軍に対する紹介状況」 インターネットを利

標期間において平均９０％以上の維持に について、周知徹底を図るために に記載 用した募集など、全

努める。 ポスター、パンフレット、新聞、 体としては年度計画

ア インターネットを利用した募集につ テレビ等を活用する。 ・メディアの活用状況 順調に 概ね順 順調に ほとん 新聞広告、パンフレット、機 が順調に実施したこ

いて、各種メディアを活用し周知徹底 実施 調に実 実施さ ど実施 構広報誌のメディアを活用し募 とを確認した。

することにより、募集の促進を図る。 (ｲ) 沖縄県においては、応募の機会 施 れてい されて 集の周知を図った。更に沖縄県 今後、前例にとらわ

イ 携帯電話の利用による応募システム を増加させる観点から、インター ない いない における事前募集については、 Ａ Ａ れずメディアの活用

を構築する。 ネットを利用した事前募集を引き ポスター、テレビ、ラジオも加 のあり方を検討し、

ウ 沖縄県においては、応募の機会を増 続き通年実施するほか、支部窓口 えて実施した。 効果的な募集を行う

加させる観点から、インターネットを での応募受付業務のうち定期募集 報告書Ｐ２８ ことが必要である。

利用した事前募集を通年実施するほか、 を見直し、試行する。 「メディアの活用状況」に記載

年２回実施している支部窓口での応募 その試行結果及び平成１９年度

受付業務についても見直しを実施する。 に実施した追加募集の結果を踏ま ・那覇・コザ支部におけるイ 順調に 概ね順 順調に ほとん 平成２０年５月７日からイン

え、通年実施に向けた検討を行う。 ンターネットを利用した事 実施 調に実 実施さ ど実施 ターネットを利用した事前募集

前募集の通年実施状況 施 れてい されて を通年実施した。その結果、イ

ない いない ンターネットによる応募受付が

平成１９年度５６％から本年度

６１％へと５ポイントの伸びを Ａ Ａ

示した。

報告書Ｐ３０

「那覇・コザ支部におけるイン

ターネットを利用した事前募集

の通年実施状況」に記載

・那覇・コザ支部における支 順調に 概ね順 順調に ほとん 支部窓口での応募受付業務に Ａ

部窓口での応募受付業務の 実施 調に実 実施さ ど実施 ついて、平成１９年度までは５

うち定期募集の見直し、試 施 れてい されて 月に約１か月間のみ実施してき

行状況 ない いない た定期募集の実施期間を見直し、

本年５月から９月までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く各月の上

旬５日間、窓口での応募受付を Ａ Ａ

試行した。（５月の受付期間は

連休明けから１０日間と設定。）

報告書Ｐ３０

「那覇・コザ支部における支部

窓口での応募受付業務のうち定

期募集の見直し、試行状況」に

記載

・那覇・コザ支部における定 順調に 概ね順 順調に ほとん 平成１９年度に実施した追加

期募集試行結果及び平成１ 実施 調に実 実施さ ど実施 募集の結果及び平成２０年度に

９年度に実施した追加募集 施 れてい されて 実施した定期募集の実施期間の

の結果を踏まえた、通年実 ない いない 見直しの結果、支部窓口での募

施に向けた検討状況 集の見直しについて効果があっ

たものと考えられるため、本年

度は各月ごとの受付期間を廃止

し、支部窓口での応募受付業務 Ａ Ａ

の通年実施を試行することとし

た。

報告書Ｐ３１

「那覇・コザ支部における定期

募集試行結果及び平成１９年度

に実施した追加募集の結果を踏
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まえた、通年実施に向けた検討

状況」に記載

(2) 在日米軍が実施している関東地区にお イ 在日米軍が実施している関東地区 ・関東地区における募集を機 順調に 概ね順 順調に ほとん 在日米各軍と調整を図った結果 在日米軍との調整を

ける駐留軍等労働者の募集を、機構を通 における駐留軍等労働者の募集を、 構を通じて募集する方式に 実施 調に実 実施さ ど実施 空軍：横田地区のＡＡＦＥＳ 図り、空軍横田地区

じて募集する方式に変更することについ 機構を通じて募集する方式に変更す 変更することについての在 施 れてい されて 従業員 のＡＡＦＥＳ従業員

て検討し、国及び在日米軍との連携を十 ることについて、引き続き在日米軍 日米軍との調整・募集方式 ない いない 陸軍：座間地区のＡＡＦＥＳ 等の募集を機構を通

分に図り、推進する。 （陸軍、海軍及び空軍）との調整を の変更状況 従業員 じて行う方式に変更

行う。 海軍：厚木地区の既に実施し しており、年度計画

この調整を了した軍から順次募集 ている技能・労務職、 が順調に実施したこ

の方式を変更する。 警備・消防職を含む全 とを確認した。

従業員 Ａ Ａ Ａ

について、機構を通じて募集す

る方式に変更し実施した。

報告書Ｐ３２

「関東地区における募集を機構

を通じて募集する方式に変更す

ることについての在日米軍との

調整・募集方式の変更状況」に

記載

２ 駐留軍等労働者の福利厚生施策 (2) 駐留軍等労働者の福利厚生施策 ・退職準備研修の見直し案に 順調に 概ね順 順調に ほとん 平成１９年度に作成した見直 平成１９年度に作成

(1) 定年退職を予定している駐留軍等労働 ア 退職準備研修のプログラムの統一 基づく研修の実施状況、検 実施 調に実 実施さ ど実施 し案に基づき、本年度は、５６ した見直し案を踏ま

者を対象とした退職準備研修について、 等内容の充実及び質の向上を図るた 証結果及び次年度の計画の 施 れてい されて 歳以上の駐留軍等労働者を対象 え、退職準備研修を

プログラムの統一等内容の充実及び質の めの見直し案に基づき同研修を実施 作成状況 ない いない に退職準備研修を実施したが、 実施しており、年度

向上を図る。 し、検証した後、次年度の計画を作 受講対象年齢を段階的に引き下 計画が順調に実施し

成する。 げることとしていることから、 たことを確認した。

平成２１年度においても、見直

し案及び平成２０年度の検証結 Ａ Ａ Ａ

果を踏まえつつ、引き続き研修

を実施し、更に検証を重ねるこ

ととする計画を作成した。

報告書Ｐ３４

「退職準備研修の見直し案に基

づく研修の実施状況、検証結果

及び次年度の計画の作成状況」

に記載

(2) 駐留軍等労働者に貸与している制服、 イ 駐留軍等労働者に貸与している制 ・制服、作業着及び靴類等の 順調に 概ね順 順調に ほとん 平成１９年度に見直し素案を 国及び在日米軍と調

作業着及び靴類等の仕様について、駐留 服、作業着及び靴類等の仕様につい 仕様の見直し案の作成状況 実施 調に実 実施さ ど実施 作成し、国及び在日米軍に提示 整を行い、見直し案

軍等労働者の要望を踏まえ、国及び在日 て、在日米各軍において区々であっ 施 れてい されて したところ、在日米軍は各軍と を作成しており、年

米軍との連携を十分図り、その見直しを たものを統一するため、国及び在日 ない いない の調整を踏まえ、一部修正を行 度計画が順調に実施

実施し、品質の向上等を図る。 米各軍との連携を十分に図り、見直 い、平成２０年８月に国へ修正 したことを確認した。

し案を作成する。 案を提示した。

機構は、米側修正案に対する

見直し案を作成し、国に提示し、

平成２１年１月に国と在日米軍

との間で基本合意がなされた。

これによって、これまで細分

化されていた仕様が原則１品目 Ａ Ａ Ａ

１仕様となり、品質管理の均等

化が図られた。

更に、各軍共通の制服が貸与

されることとなり、また、駐留

軍等労働者の要望を踏まえた内
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容で仕様が作成されたため、併

せて品質の向上等も図られるこ

ととなった。

報告書Ｐ３７

「制服、作業着及び靴類等の仕

様の見直し案の作成状況」に記

載

(3) 上記のほか、福利厚生施策の質の向上 ウ 上記ア及びイのほか、警備職及び ・「殉職者賞じゅつ金」制度 順調に 概ね順 順調に ほとん 地方公共団体においては、調 地方公共団体及び民

に資する取組を推進する。 消防職に従事する駐留軍等労働者が についての地方公共団体及 実施 調に実 実施さ ど実施 査に必要な資料を収集し、分析 間企業等の実施状況

職務遂行中に死亡した場合の新たな び民間企業等の実施状況の 施 れてい されて した結果、既に制度が確立され について調査を実施

補償制度として、遺族に支給する「殉 調査、導入の可否の検討状 ない いない ており、これらの資料をさらに し、制度導入の検討

職者賞じゅつ金」について、地方公 況 分析し、制度導入を検討した。 がなされており、年

共団体及び民間企業等の実施状況を また、民間企業の警備・消防 度計画が順調に実施

調査し、導入の可否を検討する。 業務に従事する社員については、 したことを確認した。

関連資料・各種文献の公表資料 Ａ Ａ Ａ 調査の実施に際して

が皆無であるため、主として関 は、地方公共団体等

係企業へのインタビュー調査に の資料を収集するだ

よって分析を進めた。 けでなく、制度導入

報告書Ｐ３８ に向けた幅広い検討

「「殉職者賞じゅつ金」制度に が行われることを期

ついての地方公共団体及び民間 待する。

企業等の実施状況の調査、導入

の可否の検討状況」に記載

３ 駐留軍等労働者の給与その他の勤務条 (3) 駐留軍等労働者の給与その他の勤務 ・平成１９年度調査結果を踏 順調に 概ね順 順調に ほとん 平成１９年度に実施した米軍 平成１９年度調査結

件等に係る調査、分析、改善案の作成 条件等に係る調査､分析､改善案の作成 まえ、少子・高齢化社会に 実施 調に実 実施さ ど実施 基地所在都県の民間企業の労働 果を踏まえ、少子・

(1) 国の行政施策の企画立案に資するため、 ア 少子・高齢化社会における駐留軍 おける駐留軍等労働者の確 施 れてい されて 力確保の取組等の調査結果を基 高齢化社会における

「少子・高齢化社会における駐留軍等労 等労働者の確保のための施策の在り 保のための実施可能な具体 ない いない に、平成２０年度においては、 駐留軍等労働者の確

働者の確保のための施策の在り方」等の 方について検討を行うため、平成１ 的施策の検討状況 駐留軍等労働者の特性を踏まえ 保のための実施可能

課題について、調査、分析、改善案の作 ９年度調査結果を踏まえ、駐留軍等 つつ、仕事と家庭の両立支援の な施策の検討が行わ

成を行い、国に提示する。 労働者に対して実施可能な具体的施 ための職場環境の整備、高齢化 れており、年度計画

策の検討を行う。 対策等の職場環境の整備など、 Ａ Ａ Ａ が順調に実施したこ

駐留軍等労働者の確保のための とを確認した。

実施可能な具体的施策の検討を 駐留軍労働者の特性

行った。 を踏まえつつ、引き

報告書Ｐ４４ 続き多角的視点から

「平成１９年度調査結果を踏ま の検討を期待する。

え、少子・高齢化社会における

駐留軍等労働者の確保のための

実施可能な具体的施策の検討状

況」に記載

(2) 上記(1)のほか、国と連携の下、在日米 イ 上記アのほか、国と連携の下、必 ・必要となる課題の調査、分 順調に 概ね順 順調に ほとん 平成２０年度の人事院勧告に 必要となる課題につ

軍の再編に関する対応等、必要となる課 要となる課題について、調査、分析、 析、改善案の作成及び国へ 実施 調に実 実施さ ど実施 伴う駐留軍等労働者の給与改定 いては、自ら見出す

題について、調査、分析、改善案の作成 善案の作成を行い、国に提示する。 の提示の状況 施 れてい されて が行われなかったこと及び必要 よう積極的な取組を

を行い、国に提示する。 ない いない となる課題がなかったこともあ 期待する。

り、上記ア以外に調査・分析等 ― － －

は行っていない。

報告書Ｐ５０

「必要となる課題の調査、分析、

改善案の作成及び国への提示の

状況」に記載

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支 ３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収 ・予算、収支計画及び資金計 順調に 概ね順 順調に ほとん 財務諸表のとおり執行 予算は適切に執行、
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計画及び資金計画 支計画及び資金計画 画の執行状況 実施 調に実 実施さ ど実施 報告書Ｐ５１ 処理されていること

施 れてい されて 「第４章 予算、収支計画及び を確認した。

ない いない 資金計画」 Ａ Ａ Ａ

報告書Ｐ５３

「第５章 簡潔に要約された財

務諸表」に記載

第４ 短期借入金の限度額 ・短期借入金の適正な執行状 順調に 概ね順 順調に ほとん （該当なし）

短期借入金の限度額は、４億円とし、 況 実施 調に実 実施さ ど実施 報告書Ｐ６２

運営費交付金の受入れが遅延する場合や 施 れてい されて 「第８章 短期借入金の限度額」 ― － －

予想外の退職手当の支給等に用いるもの ない いない に記載

とする。

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供し ・重要な財産の譲渡、又は担 順調に 概ね順 順調に ほとん （該当なし）

ようとするときは、その計画 保の適正な執行状況 実施 調に実 実施さ ど実施 報告書Ｐ６２

施 れてい されて 「第９章 重要な財産を譲渡し、 ― － －

ない いない 又は担保に供しようとするとき

は、その計画」に記載

第６ 剰余金の使途 ・剰余金の適正な執行状況 順調に 概ね順 順調に ほとん （該当なし）

・ 駐留軍等労働者の福利厚生施策の充 実施 調に実 実施さ ど実施 報告書Ｐ６２

実に係る経費 施 れてい されて 「第10章 剰余金の使途」に記 ― － －

・ 広報関係施策の充実に係る経費 ない いない 載

・ 職員の職場環境改善等に係る経費

第７ その他主務省令で定める業務運営に関 ４ その他主務省令で定める業務運営に関

する事項 する事項

１ 施設・設備に関する計画 ・施設・設備に関する適正な 順調に 概ね順 順調に ほとん （該当なし） 平成２０年度は、施

計画状況 実施 調に実 実施さ ど実施 報告書Ｐ６３ 設整備費補助金等に

施 れてい されて 「第11章 その他主務省令で定 ― － － よる施設・設備に関

ない いない める業務運営に関する事項」に する計画がないこと

記載 を確認した。

２ 人事に関する計画 人事に関する計画 ・人員削減の実施に当たり、 順調に 概ね順 順調に ほとん 人員削減の実施に当たっては、 人員削減の実施に当

(1) 前期中期目標期間の期末（平成１７年 ア 中期計画に定める２０％の人員削 円滑な業務処理に配慮し、 実施 調に実 実施さ ど実施 本部においては、計画業務及び たっては、円滑な業

度末）の人員数に対して、中期目標期間 減を実施するに当たっては、円滑な 業務内容及び業務量に応じ 施 れてい されて 審査業務の集約化により課・係 務処理に配慮し、業

の期末（平成２２年度末）までに２０％ 業務処理に配慮し、業務内容及び業 た適切な人員の配置状況 ない いない の統合を進め、人員を削減する 務内容及び業務量に

の人員削減を実施するに当たっては、円 務量に応じた適切な人員配置となる とともに、支部においては、各 応じた適切な人員配

滑な業務処理に配慮し、業務内容及び業 よう努める。 支部が管轄する米軍施設の特性、 置となるよう努めて

務量に応じた適切な人員配置となるよう 配置状況等に応じた適正な規模 おり、年度計画が順

努める。 の職員配置を行うため、段階的 調に実施したことを

な職員の削減を行ったほか、横 確認した。

田支部から横須賀支部へ一般職 Ａ Ａ Ａ

員の振り替えを行うなど、円滑

な業務処理に配慮し、業務内容

及び業務量に応じた適切な人員

配置となるよう努めた。

報告書Ｐ６４

「人員削減の実施に当たり、円

滑な業務処理に配慮し、業務内

容及び業務量に応じた適切な人

員の配置状況」に記載

(2) 職員の資質の向上等に資するため、職 イ 職員養成研修、実務研修等を着実 ・年間の研修計画の作成とそ 順調に 概ね順 順調に ほとん 平成２０年度は、養成研修、 研修については、職
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員養成研修、実務研修等の年間計画を作 に行うことができるよう年間の研修 の計画の実施状況 実施 調に実 実施さ ど実施 業務研修及び他省庁等の実務研 員の資質の向上等に

成し、着実に実施する。 計画を作成し、実施する。 施 れてい されて 修等を計画し、機構で実施する 資する観点から適切

なお、参加者の９０％以上から研 【主たる指標】 ない いない 研修については８件実施し、外 に実施され、研修生

修効果があったとの回答を得るよう 部機関で実施する研修について Ａ Ａ からは今後の業務を

努める。 は５３件参加させた。 遂行する上で大変役

報告書Ｐ６５ 立つ又は役立つとの

「年間の研修計画の作成とその 回答を得ており、年

計画の実施状況」に記載 度計画が順調に実施

したことを確認した。

・研修内容の活用状況 90 ％ 90 ％ 70 ％ 50 ％ 研修参加者全員にアンケート 職員のニーズの実態

（研修効果があったとする割 以 上 未 満 未 満 未 満 調査を実施した。 に合うような多様な

合） 70 ％ 50 ％ ＜満足度：９７．８％＞ Ａ Ａ 研修プログラムが組

以 上 以 上 報告書Ｐ６５ まれるなど、研修内

「研修内容の活用状況」に記載 Ａ 容の充実を図るこを

期待する。

・職員の研修効果 順調に 概ね順 順調に ほとん 本年度の研修においては、よ

実施 調に実 実施さ ど実施 り実践的な研修として平成１９

施 れてい されて 年度に引き続き労務業務全般に

ない いない わたり研修するものとして、労

務管理等業務初級研修を実施し

たほか、平成１９年度から新た Ａ Ａ

に実施した接遇研修及び語学研

修を引き続き実施し、研修生か

らは今後の業務を遂行する上で

大変役立つとの回答を得た。

報告書Ｐ６６

「職員の研修効果」に記載

第８ 年度計画以外の業務実績等 年度計画以外の業務実績等

１ 随意契約の適正化 【随意契約の適正化の取組】 ・「随意契約見直し計画」の 順調に 概ね順 順調に ほとん 平成１９年度における当機構 平成２０年１月３１

・「平成１８年度における防衛省所管独立 実施状況 実施 調に実 実施さ ど実施 の実績に関する評価のうち、契 日に政策評価・独立

行政法人の業務の実績に関する評価の結 （一般競争入札の導入・範囲 施 れてい されて 約の適正化に係るものについて、 行政法人評価委員会

果についての意見」（平成２０年１月３ 拡大や契約の見直し状況） ない いない ア 契約事務かかる執行体制 から出された意見を

１日付政策評価・独立行政法人評価委員 イ 契約にかかる規程類に関 踏まえ、国の契約の

会）に基づく措置 する評価結果 基準と異なる規定は、

ウ 隋契約見直し計画の実施 国と同様に改正され

・進捗状況等に関する評価 た。また、平成２０

結果 Ａ Ａ Ａ 年度の随意契約は、

の意見が政策評価・独立行政法 いづれも供給者が一

人評価委員会から出されたが、 つに特定される建物

この意見を踏まえて改善・対応 賃貸借契約等であり、

すべきところは適宜実施し、契 本項目は順調に実施

約の適正化の一層の推進に努め したことを確認した。

ている。

報告書Ｐ７６

「「随意契約見直し計画」の実

施状況」に記載

２ 保有資産 【保有資産の見直しの取組状況】 ・主要な固定資産についての 順調に 概ね順 順調に ほとん 主要な固定資産については、 主要な固定資産につ

固定資産一覧表等に基づく 実施 調に実 実施さ ど実施 機構職員の執務室等として有効 いては、有効かつ効

固定資産の減損の兆候判定 施 れてい されて かつ効率的に使用されており、 率的に使用され、固

等を活用した適切な保有資 ない いない また、年度末において、一定の 定資産の減損の兆候

産の見直しの取組状況 評価額や適切に市場価格を反映 もなく、本項目は順

していると考えられる指標を基 調に実施したことを
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に減損が生じている可能性の有 確認した。

無を確認したが、減損の兆候は Ａ Ａ Ａ

なかった。

報告書Ｐ６０

「主要な固定資産についての固

定資産一覧表等に基づく固定資

産の減損の兆候判定等を活用し

た適切な保有資産の見直しの取

組状況」に記載

３ 官民競争入札等 【官民競争入札等の積極的な導入の推進に ・官民競争入札等の活用の検 順調に 概ね順 順調に ほとん 平成２２年度に実施予定。

よる法人の提供する財・サービスの質の 討状況 実施 調に実 実施さ ど実施 報告書Ｐ１０ ― － －

維持・向上と経費削減】 施 れてい されて 「５ 独立行政法人をめぐる改

ない いない 革の動き」に記載

４ 内部統制(コンプライアンス体制の整 【内部統制体制の整備状況】 ・倫理行動規定の策定状況 順調に 概ね順 順調に ほとん 当機構は、特定独立行政法人 第三者として外部か

備) （機構の特性に合致したコンプライアン （コンプライアンス・マニュ 実施 調に実 実施さ ど実施 であり、役職員の身分について ら招請する顧問弁護

ス体制の根本的な整備の実施状況） アル等） 施 れてい されて は、独立行政法人通則法第５１ 士を委員とする内部

ない いない 条により国家公務員となってい 統制（コンプライア

【主たる指標】 ることから、一般職に属する国 ンス）倫理委員会の

家公務員と同様に、国家公務員 Ａ Ａ 設置がなされたとこ

倫理法及び国家公務員倫理規程 ろであるが、委員の

を遵守し対応している。 選定には更なる客観

報告書Ｐ７８ 性が確保出来るもの

「倫理行動規定の策定状況」に と考えられる。しか

記載 しながら、監事によ

る取組状況の把握が

・第三者を入れた倫理委員会 順調に 概ね順 順調に ほとん コンプライアンス体制の整備 なされていることや

等の設置状況 実施 調に実 実施さ ど実施 ・強化（法令遵守の強化及び適 内部統制のための体

施 れてい されて 正化・効率化）を図るため、本 制の整備状況など、

ない いない 部管理部長を委員長として、本 本項目は、全体とし

部・各支部の指定された職員及 て順調に実施したこ

び第三者として外部から招請する とを確認した。

顧問弁護士を委員とする「内部統

制（コンプライアンス）委員会」

を平成２１年３月３１日に設置し

た。

同委員会においては、既に実施

されている監事監査及び内部監査 Ａ Ｂ

の状況も踏まえつつ、定期的に業

務マニュアルに則って業務遂行が

なされているか検証し、適正な業 Ａ

務遂行のチェック体制の強化を図

るとともに、その検証結果を踏ま

え、コンプライアンスを考慮した

業務マニュアルの整備・促進及び

既存業務マニュアルの改善などを

図ることとしている。

報告書Ｐ７８

「第三者を入れた倫理委員会等の

設置状況」に記載

・監事による内部統制の取組 順調に 概ね順 順調に ほとん 内部統制の取組状況について

状況 実施 調に実 実施さ ど実施 は、監事自ら積極的に把握に努

施 れてい されて め、監事による監査においても
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ない いない 「内部統制の状況」を重点事項

に掲げた上で監査を実施し、「監

事監査報告書」を作成の上、理事

長に報告しているところである。

また、監事は、「独立行政法

人、特殊法人等監事連絡会」へ Ａ Ａ

も加入し、監事相互間の情報交

換・連携に努めるとともに、他

法人における監事監査の事例を

適宜参考にしつつ、当機構の監

事監査業務の向上に努めている。

報告書Ｐ８２

「内部統制取組状況に係る監事

監査の実施状況」に記載

【内部統制のために構築した体制・仕組み ・体制・仕組みの運用状況 順調に 概ね順 順調に ほとん コンプライアンス体制の整備

の運用状況】 （コンプライアンス・マニュ 実施 調に実 実施さ ど実施 ・強化（法令遵守の強化及び適

アル等の活用状況、職員研 施 れてい されて 正化・効率化）を図るため、本

修の実施状況、内部監査結 ない いない 部管理部長を委員長として、本

果等のマネジメントレビュ 部・各支部の指定された職員及

ーへの反映状況等） び第三者として外部から招請す

る顧問弁護士を委員とする「内

部統制（コンプライアンス）委

員会」を平成２１年３月３１日

に設置した。

同委員会においては、既に実

施されている監事監査及び内部

監査の状況も踏まえつつ、定期

的に業務マニュアルに則って業

務遂行がなされているか検証し、 Ａ Ａ Ａ

適正な業務遂行のチェック体制

の強化を図るとともに、その検

証結果を踏まえ、コンプライア

ンスを考慮した業務マニュアル

の整備・促進及び既存業務マニ

ュアルの改善などを図ることと

している。

なお、職員に対しては、研修

等を通じて更なるコンプライア

ンスの周知徹底を図っていく考

えである。

報告書Ｐ７８

「体制・仕組みの運用状況」に

記載

５ 給与水準及び総人件費改革 【給与水準の適正化及び総人件費改革】 ・常勤役員の報酬及び職員の 順調に 概ね順 順調に ほとん 理事長は、各府省事務次官の 全独立行政法人の平

給与等の支給状況 実施 調に実 実施さ ど実施 給与に基づく額と比較すると８ 均支給額等と比較し、

（給与水準の適切性） 施 れてい されて ３％、常任理事・監事は、全独 本項目は順調に実施

ない いない 立行政法人の平均支給額と比較 したことを確認した。

すると７６％～９２％、職員は、 今後も、他の独立行

全独立行政法人の平均支給額と Ａ Ａ Ａ 政法人の例も踏まえ

比較すると７９％とそれぞれ下 つつ、理事長を始め

回っている状況にある。 とした給与水準につ

報告書Ｐ８０ いて検討することを

「常勤役員の報酬及び職員の給 期待する。
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与等の支給状況」に記載

６ 目的積立金 【目的積立金】 ・目的積立金の仕組みの活用 順調に 概ね順 順調に ほとん 目的積立金として計上するた 平成２０年度におい

状況 実施 調に実 実施さ ど実施 めには、特に法人の経営努力と ては、外部要因によ

（利益発生要因の分析） 施 れてい されて みなされる事例がその申請要件 らない法人の自主的

ない いない としてなくてはならない。 な活動による利益は

しかしながら、当機構は、業 発生しなかったため、

務運営の財源を運営費交付金に 目的積立金の申請は

のみ依存する法人であり、法人 行わず、運営費交付

の経営努力による利益は発生し 金の執行残は、剰余

難い事業構造となっている。平 Ａ Ａ Ａ 金として処理してお

成２０年度においては、外部要 り、本項目は順調に

因によらない 実施したことを確認

法人の自主的な活動による利 した。

益は発生しなかったため、目的

積立金の申請は行わず、運営費

交付金の執行残は、剰余金とし

て処理した。

報告書Ｐ５７

「目的積立金の仕組みの活用状

況」に記載

７ 本部事務所の移転 【本部事務所の実態適正化への対応状況】 ・機構法第５条との関係にお 順調に 概ね順 順調に ほとん 蒲田事務所には、理事及び監 本部事務所の移転に

通則法６５条第１項に基づく改善措置要 ける実態性の観点での改善 実施 調に実 実施さ ど実施 事並びに評価・監査役を常駐さ ついて、本部事務所

求（「独立行政法人駐留軍等労働者労務管 状況（組織上の改善状況） 施 れてい されて せ、更に、防衛大臣からの是正 の機能が２箇所に分

理機構の移転について」防地労第１０７６ ない いない 措置の求めの趣旨を踏まえ、平 かれている状況につ

３号２０．９．１６）を受け、改善に向け 成２０年１０月からは理事長も いては、業務運営の

た取組 蒲田事務所に常駐し本部機能の 効率化の観点から望

強化を図った。 ましいものではなく

他方、経費をかけずに蒲田事 本項目については順

務所を横田支部内に移転し、企 Ａ Ｃ Ｃ 調に実施されていな

画調整及び監査部門を配置する いことを確認した。

ことについても、配置人員やス

ペース確保等の観点から引き続

き検討しているところである。

報告書Ｐ８６

「機構法第５条との関係におけ

る実態性の観点での改善状況」

に記載

【本部事務所の運営効率化への対応状況】 ・本部事務所の機能が２箇所 順調に 概ね順 順調に ほとん 本部事務所を蒲田事務所と横

に分かれている状況につい 実施 調に実 実施さ ど実施 浜事務所との２か所に置くこと

て、業務運営の効率化の観 施 れてい されて とした体制の業務運営について

点での改善状況 ない いない は、電子メール等を活用して効

率化を図っているところである。

なお、主たる事務所を東京都に

置くとした機構法第５条が改正 Ａ Ｃ Ｃ

されるまでの間の措置であり、速

やかな法改正を働きかけている。

報告書Ｐ８６

「本部事務所の機能が２か所に分

かれている状況について、業務運

営の効率化の観点での改善状況」

に記載
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凡 例

１．【主たる指標】：一つの評価項目を複数の指標で評価しており、指標の評価が区々である場合、当該評価項目の趣旨を最も代表する指標を【主たる指標】とし、この評価を念頭に置いて、評価委員会委員の協議により項目の評価を評

定する。

２．評価基準の目安

Ａ＋：「順調に実施」を上回る、特に優れた業務実績を上げていると判断される場合。問題なく目標を達成し、求められた水準をはるかに上回る成果を達成。

Ａ ：「順調に実施」。問題なく目標を達成し、求められた水準以上の成果を達成。満足のいく実施状況。

Ｂ ：「概ね順調に実施」。「Ｃ」評価に揚げるようなマイナス要因がほとんどなく目標を達成し、求められた水準の成果をほぼ達成。ほぼ満足のいく実施状況。

Ｃ ：「順調に実施されていない」。目標の一部しか達成していない、他の業務実績に影響が及んだ、今後に課題を残した等のマイナス要因が見られるなど、目標の達成が不十分であり、求められた水準の成果を上げたとは言い難い。

やや満足のいかない実施状況。

Ｄ ：「ほとんど実施されていない」。質・量とも目標を達成できず、通常の業務努力によって得られるはずの成果水準にはるかに及ばない。法人の業務運営に当たり法令等違反などの重大な問題事象が発生。満足のいかない実施状

況。

３．「第８ 年度計画以外の業務実績等」は、「独立行政法人整理合理化計画」（平成１９年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、「平成１９年度における防衛省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見について」（平

成２０年１１月２６日付け政策評価・独立行政法人評価委員会）及び「平成１９年度における防衛省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果(契約の適正化に係るもの)について」（平成２１年１月７日付け政策評価・独立

行政法人評価委員会）に基づく措置。
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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の平成２０年度の業務実績に関する総合評価表

評 価 項 目 評 価

Ⅰ 項目別評価の総括

１ 業務運営の効率化に関する事項 業務の運営体制

・ 人員の削減については、平成１７年度末人員数３９６人から平成１８年度、平成１９年度の削減数３

２人を減じた人員数３６４人に対し、１６人を削減して人員数を３４８人としたことにより、独立行政

法人駐留軍等労働者労務管理機構年度計画（平成２０年度）（以下「平成２０年度計画」という。）に掲

げている「４％」の人員削減を達成した。今後とも、今中期目標期間（平成１８年度～平成２２年度）

中の目標として定めている２０％の人員削減に向け、各年度における人員削減が計画的に行われること

を期待する。

なお、上記人員数は職位数として整理されたものである。〔１２〕

・ 組織及び業務の見直しを行い、「中期目標期間における業務運営体制の見直しに関する構想に基づく

平成２１年度の計画」を作成した。平成２１年度においては、本計画を着実に実施するよう期待する。

〔１３〕

・ 本部においては、機械的・定型的業務についてアウトソーシングを実施し、管理部庶務課１人、会計

課２人の一般職員を削減した。また、業務の集約化により企画調整部の課長１人、管理部の係長２人を

削減した。〔１６〕

・ 支部においては、横須賀支部横浜分室の廃止により分室長１人を削減したほか、横田、岩国、那覇、

コザの各支部において計９人の一般職員を削減した。今後も引き続き、支部組織のスリム化及び統廃合

のスムーズな実施を期待する。〔１８〕

・ アウトソーシングの推進については、機構の管理業務のうち、本部における文書受付・発信台帳の記

入、職員の給与計算等の入力等の機械的・定型的業務について実施するとともに、機構の労務管理等事

務のうち、岩国支部及びコザ支部における、応募者及び駐留軍等労働者からの各種提出書類の受付業務

等の受付・入力等業務など機械的・定型的業務について実施した。引き続き、中期計画に基づき、段階

的にアウトソーシングを実施することを期待する。〔１９〕

・ 平成１９年度に策定した「駐留軍等労働者の労務管理等事務の業務・システム最適化計画」を実現す

るため、仕様書（要件定義書）等を作成した。今後も引き続き、同計画に基づく最適化が着実に実施さ

れることを期待する。〔２１〕

・ 機構内ＬＡＮを活用したｅラーニングの有効性を検討するため、資料収集、分析、利用実態調査を行

い、ｅラーニング導入方針を作成した。今後は本導入方針に基づいたｅラーニング導入により業務の効

率化・省力化を図ることを期待する。〔２３〕
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経費の抑制

・ 人件費（退職手当を除く。）の抑制については、平成１８年度及び平成１９年度に引き続き、常勤職

員数の削減（△１６人、３年累計４８人）を実施したことにより、平成１７年度に対し１５．６％の抑

制となったことは評価できる。今後とも、今中期目標期間において各年度平均４％の人件費の抑制が行

われることを期待する。〔２６〕

・ 物件費の抑制については、支部分室の廃止等による建物賃貸借料の削減によるほか、従来から用紙、

文具類などの一括調達により、平成１７年度に対し、２１．６％の抑制となったことは評価できる。今

後とも、今中期目標期間において各年度平均２％の物件費の抑制が行われることを期待する。〔２６〕

２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の 駐留軍等労働者の募集

質の向上に関する事項 ・ 駐留軍等労働者の募集については、労務要求書受理後１か月以内に資格要件を満たす者の在日米軍に

照会するため、インターネットを利用した応募受付や公共職業安定所（ハローワーク）を通じた募集等

を実施した結果、平成２０年度の紹介率は８７．７％であった。今後は、中期計画に掲げている目標の

９０％以上を維持するよう一層の努力が必要である。また、今後、前例にとらわれずメディアの活用の

あり方を検討し、効果的な募集を行うことが必要である。〔２７〕

・ 関東地区における駐留軍等労働者の募集方式の変更については、平成１９年度までに既に実施してい

る横須賀海軍施設等に加え、平成２０年度においては、空軍横田地区及び陸軍座間地区のエックスチェ

ンジ・サービス、海軍厚木地区の既に実施している技能職等を含む全従業員について、それぞれ機構を

通じて募集する方式に変更し実施した。〔３１〕

駐留軍等労働者の福利厚生施策

・ 退職準備研修のプログラム等の見直しについては、平成１９年度に作成した見直しの方向性を踏まえ、

退職準備研修を実施し、受講者を対象に行ったアンケート調査を基に検証を行い、見直し案を作成した。

平成２１年度以降、見直し案を踏まえた退職準備研修の内容の充実及び質の向上が着実に図られること

を期待する。〔３３〕

・ 制服等の仕様の見直しについては、平成１９年度に機構において作成した見直し素案について、業務

上の必要性から一部修正を行った。今後も、引き続き、制服等の品質の向上等が着実に図られることを

期待する。〔３６〕

・ 殉職者賞じゅつ金について、地方公共団体及び民間企業等の実施状況について調査を実施し、制度導

入の検討を行った。調査の実施に際しては、地方公共団体等の資料を収集し、分析するだけではなく、

制度導入に向けた幅広い検討が行われることを期待する。〔３８〕

駐留軍等労働者の給与その他の勤務条件等に係る調査、分析、改善案の作成

・ 少子・高齢化社会における駐留軍等労働者の確保のための施策の在り方については、民間企業の労働

力確保のための施策の実態について、各種文献資料等を基に調査・分析を実施した結果を踏まえ、駐留

軍等労働者の特性を踏まえつつ、仕事と家庭の両立支援のための職場環境の整備、高齢化対策等の職場
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環境の整備など、駐留軍等労働者の確保のための実施可能な具体的施策の検討を行った。今後も国の行

政施策の企画立案に資するため、駐留軍等労働者の特性を踏まえつつ、引き続き多角的な視点から、よ

り具体的に検討を行っていくことが必要である。〔４３〕

・ 必要となる課題の調査、分析、改善案の作成及び国への提示の状況については、人事院勧告に伴う駐

留軍労働者の給与改定が行われなかったこと及び必要となる課題がなかったことにより、調査・分析等

は行われていない。今後、国との連携の下、必要な課題については、自ら見出すよう積極的な取組を期

待する。〔５０〕

３ 予算、収支計画及び剰余金の使途に関する事項 予算は適切に執行、処理されている。なお、平成２０年度における「予算、収支計画及び資金計画」

と実績との差異は、主として人件費及び物件費によるものである。〔５１〕

４ 人事に関する事項 ・ 人員削減の実施に当たっては、本部においては、計画業務及び審査業務の集約化により課・係の統合

を進め、人員を削減するとともに、支部においては、各支部が管轄する米軍施設の特性、配置状況等に

応じた適正な規模の職員配置を行うため、段階的な職員の削減を行ったほか、横田支部から横須賀支部

へ一般職員の振り替えを行うなど、円滑な業務処理に配慮し、業務内容及び業務量に応じた適切な人員

配置となるよう努力がなされており、更なる人員削減に向けた継続的な取り組みを期待する。〔６３〕

・ 研修についても、職員の資質の向上等に資する観点から適切に実施されており、労務管理等業務初級

研修のほか、接遇研修、語学研修を実施し、研修生からは今後の業務を遂行する上で大変役立つ又は役

立つとの回答を得ている。今後も、職員のニーズの実態に合うような多様な研修プログラムが組まれる

など、研修内容の充実を図ることを期待する。〔６５〕

Ⅱ その他業務の実施状況（労務管理、労務給与、労務 ・ 駐留軍等労働者の雇入れ、給与等の支給、福利厚生事業の実施等の経常的な業務については、基本的

厚生関係業務等を記載） には適切かつ円滑に実施されている。その他、監査の実施等、業務の効率的な実施のための取り組みを

引き続き行っている。〔６７〕〔６９〕〔７２〕〔８０〕

・ レクリエーション経費について、平成２０年度の支出はなく、平成２１年度の予算要求も行っていな

いことから、国に準じた予算執行、予算編成作業を行っていることが確認された。

・ また、レクリエーション経費以外の福利厚生費（法定外福利費）について、平成２０年度は労働安全

衛生法に基づく定期健康診断及び産業医の経費のみの支出であり、平成２１年度も同様の予定であるこ

とが確認された。

Ⅲ 法人の長等の業務運営状況 理事長は、今中期目標期間の駐留軍等労働者の労務管理事務を確実に実施していくことに努めている。

しかしながら、本部事務所の機能が２箇所に分かれている状況については、業務運営の効率化の観点か

ら望ましいものではなく、国との調整を行い適切な措置を講じられたい。〔８５〕〔８６〕

理事は、理事長の指導の下、企画調整担当及び管理・業務担当として、それぞれの立場から理事長の

業務運営を補佐している。〔８６〕

監事は、会計法令等に基づき、機構の会計経理等について、監事監査計画により効率的な監事監査を
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実施するとともに、機構の業務運営状況を的確に把握し、意見を述べている。独立行政法人整理合理化

計画では、随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施、保有資産の見直し状況、

給与水準の適正化、監事監査と評価委員会との連携等を求めており、その役割が重要となっていること

を認識の上、厳正な対応を期待する。〔８２〕〔８６〕

Ⅳ 評価委員会等からの指摘事項に対する対応状況 ・ 随意契約については、真にやむを得ないものを除き、一般競争等に移行させるべく体制づくりに努め、

平成１９年度と比べ随意契約件数がさらに減少したことは評価できる。今後、契約の適正化の一層の推

進に努めるよう期待する。〔７５〕

・ 保有資産（土地・建物）については、機構職員の執務室等として有効かつ効果的に使用されている。

今後、那覇支部及びコザ支部の２１年度統合に伴う新しい事務所を嘉手納町に設置され、また、富士支

部及び座間支部の統合も２２年度までになされることから、整理合理化計画Ⅲ-１-(2)「保有資産の見直

し」の趣旨を踏まえ、資産の有効活用の観点からの検討はより精緻に行うべきものと考える。〔６０〕

・ 官民競争入札については、平成２２年度に実施予定とされており、実施予定に向けた具体的施策を定

め、早期の実現に向け取り組むことを期待する。〔１０〕

・ 内部統制については、第三者として外部から招請する顧問弁護士を委員とする内部統制（コンプライ

アンス）倫理委員会の設置がなされたところであるが、委員の選定には更なる客観性の確保を図られる

ことが望ましい。〔７７〕

・ 給与水準については、国家公務員との均衡を考慮し決定されている。また、人件費を含む機構運営関

係費が順当に削減されている状況が確認できた。今後も、他の独立行政法人の例も踏まえつつ、理事長

を始めとした給与水準について検討することを期待する。〔８０〕

・ 目的積立金については、機構が業務運営の財源を運営費交付金のみ依存する法人であり、法人の経営

努力による利益が発生し難い事業構造となっていることから、平成２０年度においては、外部要因によ

らない法人の自主的な活動による利益は発生しておらず、目的積立金の申請は行っていない。〔５７〕

・ 本部事務所の移転について、本部事務所の機能が２箇所に分かれている状況については、業務運営の

効率化の観点から望ましいものではなく、国との調整を行い適切な措置を講じられたい。〔８５〕

◎ 総合評価（業務実績全体の評価） ・ 機構の平成２０事業年度業務実績については、全体として年度計画に沿って的確に業務が実施されて

おり、中期目標の達成に向け着実に進捗しているものと認められる。

・ 平成２０年度は今中期目標期間の３年目であるが、中期目標を着実に達成すべく、機構の運営の効率

化を図ることにより、年度計画に掲げている「年度平均４％の人員削減」を実施するとともに、「人件

費概ね４％、物件費概ね２％の経費の抑制」について、平成２１年度以降を見通し、その抑制率を大き

く上回る経費の抑制を図っている。

・ 本部事務所の機能が２箇所に分かれている状況については、業務運営の効率化の観点から望ましいも

のではなく、国との調整を行い適切な措置を講じられたい。

・ 今中期目標期間においても、支部の統合を含めての組織の見直し及び事務の効率化等を引き続き促進

させ、その着実な実施によって、より一層の成果を上げていくことを期待する。また、計画に沿って事
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業を実施することにとどまらず、計画の前倒し着手に積極的に取り組み、成果の拡大を図ることを期待

する。

・ さらに、国民からのニーズを積極的に把握して、業務運営体制や業務の改善を図るよう、広報誌やホ

ームページ等を活用して国民からの意見を募集することが望ましい。また、国民からの意見を職員一人

一人が把握することにより、職員の業務に対する意識の高揚を図ることを期待する。

凡 例：表中〔 〕は、平成２０事業年度業務実績報告書における該当頁である。



独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の

平成２０年度における入札・契約の適正化に関する評価結果

契約に係る規定類については、国の契約の基準と異なる規定について国と同様

の基準に改正されたことについて、監事が確認を行っており、監事による監査体

制の整備が整っていることが確認できた。

また、平成２０年度における随意契約については７件であり、いずれも供給者

が一つに特定される建物賃貸借契約（当該契約に付随する契約も含む）であった。

この７件を除けば、すべて一般競争入札契約に移行されたことが監事により確認

がなされている。

個々の契約については、契約における競争性・透明性の確保の観点から監事が

確認をしている。特に、適正な予定価格の作成について、より精緻に行うべきこ

とを監事が確認していることは評価ができる。

今後も入札・契約の適正化が推進されるよう期待する。


